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法律の概要

目 的

■障害者虐待防止法（第１条）
障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止する
ことが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び
自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援
等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

■児童福祉法（第33条の11）

施設職員等は、被措置児童等虐待その他被措置児童等の心身に有害な影響を及ぼす行為をしてはならない。

定 義

１ ｢障害者｣とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的
障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

２ ｢障害者虐待｣とは、次の３つをいう。
①養護者による障害者虐待
②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
③使用者による障害者虐待

３ 障害者虐待の類型は、次の５つ。（具体的要件は、虐待を行う主体ごとに微妙に異なる。）
①身体的虐待 （障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体

を拘束すること）
②放棄・放置 （障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等による①③④の行為と同様の行為の放置等）
③心理的虐待 （障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行

うこと）
④性的虐待 （障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること）

⑤経済的虐待 （障害者から不当に財産上の利益を得ること）

３



（20歳まで）

（注２）
（20歳まで）

障害者虐待における虐待防止法制の対象範囲

○障害者虐待の発生場所における虐待防止法制を法別・年齢別整理
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※養護者への支援は、被虐待者が18歳未満の場合でも必要に応じて障害者虐待防止法も適用される。

　なお、配偶者から暴力を受けている場合は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の対象にもなる。

（注１）小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設施設、

　　　　児童自立支援施設、指定発達支援医療機関等（児童福祉法第33条の10）

（注２）放課後等デイサービスのみ

（注３）児者一体で運営されている施設においては、児童福祉法に基づく給付を受けている場合は、児童福祉法、

　　　　障害者総合支援法に基づく給付を受けている場合は障害者虐待防止法の対象になる。
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１ 何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障害者虐待
の早期発見の努力義務規定を置く。

２ 「障害者虐待」を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を義務付けるとともに、障害者虐
待防止等に係る具体的スキームを定める。

３ 就学する障害者、保育所等に通う障害者及び医療機関を利用する障害者に対する虐待への対応について、
その防止等のための措置の実施を学校の長、保育所等の長及び医療機関の管理者に義務付ける。

虐待防止施策

養護者による障害者虐待 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 使用者による障害者虐待

[市町村の責務]相談等、居室確保、連携確保 [設置者等の責務] 当該施設等における障害者
に対する虐待防止等のための措置を実施

[事業主の責務] 当該事業所における障害者に
対する虐待防止等のための措置を実施

[スキーム] [スキーム] [スキーム]

市
町
村

都
道
府
県

虐
待
発
見

虐
待
発
見

虐
待
発
見

市
町
村

１ 市町村・都道府県の部局又は施設に、障害者虐待対応の窓口等となる「市町村障害者虐待防止センタ－」
「都道府県障害者権利擁護センター」としての機能を果たさせる。

２ 市町村・都道府県は、障害者虐待の防止等を適切に実施するため、福祉事務所その他の関係機関、民間団
体等との連携協力体制を整備しなければならない。

３ 国及び地方公共団体は、財産上の不当取引による障害者の被害の防止・救済を図るため、成年後見制度の
利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずる。

その他

通報

①事実確認（立入調査等）
②措置(一時保護、後見審判請求)

①監督権限等の適切な行使
②措置等の公表

①監督権限等の適
切な行使
②措置等の公表

通報
通報

通知

報告報告

※ 虐待防止スキームについては、家庭の障害児には児童虐待防止法を、施設入所等障害者には施設等の種類（障害者施設等、児童養護施設等、養介護施設等）に応じて
この法律、児童福祉法又は高齢者虐待防止法を、家庭の高齢障害者にはこの法律及び高齢者虐待防止法を、それぞれ適用。

労働局都道府県市町村



身体的虐待

暴力によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為、身体を縛り付けたり、過剰な投薬
によって動きを抑制する行為
【具体的な例】・平手打ちをする ・殴る ・壁に叩きつける ・つねる ・無理やりに食べ物や飲み物を
口に入れる ・やけど ・打撲させる ・身体拘束（柱やベッドに縛り付ける、医療的必要性に基づかない
投薬によって動きを抑制する、部屋に閉じ込めたまま放置する、施設側の管理の都合で睡眠薬等を服用させ
る）など

性的虐待

性的な行為やその強要（表面上は同意しているように見えても本心からの同意かどう
かを見極める必要がある）
【具体的な例】・性交 ・性器への接触 ・性的行為を強要する ・裸にする ・キスする ・本人の前で
わいせつな言葉を発する、又は会話する ・わいせつな映像を見せる ・更衣やトイレ等の場面をのぞいた
り映像や動画を撮影する など

心理的虐待

脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって精神的苦痛を与えること
【具体的な例】・「バカ」「あほ」等障害者を侮辱する言葉を浴びせる ・怒鳴る ・ののしる
・悪口を言う ・仲間に入れない ・子ども扱いする ・人格をおとしめるような扱いをする ・話してい
るのに意図的に無視する など

ネグレクト
（放棄・放置）

食事や排泄、入浴、洗濯等身辺の世話や介助しない、必要な福祉サービスや医療や教
育を受けさせない等によって障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、又は不当
に保持しないこと
【具体的な例】・食事や水分を十分に与えない ・食事の著しい偏りによって栄養状態が悪化している
・あまり入浴させない ・汚れた服を着させ続ける ・排泄の介助をしない ・髪や爪が伸び放題 ・室内
の掃除をしない ・ごみを放置したままにしてある等劣悪な住環境の中で生活させる ・病気や怪我をして
も受診させない ・学校に行かせない ・必要な福祉サービスを受けさせない、制限する ・同居人による
身体的虐待や性的虐待、心理的虐待を放置する など

経済的虐待

本人の同意なしに（あるいはだます等して）財産や年金や賃金を使ったり勝手に運用
し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること
【具体的な例】・年金や賃金を渡さない ・本人の同意なしに財産や預貯金分を処分・運用する
・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない ・本人の同意なしに年金等を管理して渡さない など

■障害者虐待の類型 施設・事業所などでの障害者虐待の例



虐待行為と刑法

虐待行為は、刑事罰の対象になる場合があります。

等に該当することが考えられます。
これまでの虐待事案においても、虐待した障害者福祉施設等の職員が警察によって逮捕、送検された事案が複数起き

ています。

※刑事訴訟法第239条第２項では、公務員はその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない
旨が規定されています。
障害者虐待においては、市町村、都道府県が事実関係を把握した段階やその後調査を進める中で、警察等への被害の届出、告発の
要否を適正、迅速に判断し、必要に応じ、被害者による被害の届出の支援や行政として告発を行うことが求められます。（なお、
被害の届出の支援や告発については、二次被害が生じないよう配慮した対応が必要です）。

虐待行為の類型 該当する刑法の例

① 身体的虐待 刑法第199条殺人罪、第204条傷害罪、第208条暴行罪、
第220条逮捕監禁罪

② 性的虐待 刑法第176条強制わいせつ罪、第177条強制性交等罪、
第178条準強制わいせつ、準強制性交等罪

③ 心理的虐待 刑法第222条脅迫罪、第223条強要罪、第230条名誉毀損罪、
第231条侮辱罪

④ 放棄・放置 刑法第218条保護責任者遺棄罪

⑤ 経済的虐待 刑法第235条窃盗罪、第246条詐欺罪、第249条恐喝罪、
第252条横領罪



（障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る通報等）
第十六条 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、
速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
２ 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村に届け
出ることができる。
３ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通報
（虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。）をすることを
妨げるものと解釈してはならない。
４ 障害者福祉施設従事者等は、第一項の規定による通報をしたことを理由として、解雇
その他不利益な取扱いを受けない。

障害者虐待の早期発見と通報義務・通報者の保護について

第六条 第二項 障害者福祉施設、学校、医療機関、保健所その他障害者の福祉に業務上関係の
ある団体並びに障害者福祉施設従事者等、学校の教職員、医師、歯科医師、保健師、弁護士そ
の他障害者の福祉に職務上関係のある者及び使用者は、障害者虐待を発見しやすい立場にある
ことを自覚し、障害者虐待の早期発見に努めなければならない。



障害者福祉施設従事者等における障害者虐待が起きてしまった場合の対応

の基本となるのは、「隠さない」「嘘をつかない」という誠実な

対応を管理者等が日頃から行うこと。

障害者総合支援法では、市町村・都道府県が同法に基づく職務権限で立ち入り調査を
行った場合に、虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出、虚偽の答弁等を行った者を30万
円以下の罰金に処すことができると規定（障害者総合支援法第110条、第111条）。

身体障害者の支援施設の事案では、警察が虐待を行った職員を傷害、暴行の容疑で地方
検察庁に書類送検し、併せて行政の立ち入り調査に対し、虐待をしていないと虚偽答弁を
したとして、職員を障害者総合支援法違反容疑でも送検。

これらの深刻な虐待に至ってしまった事案について、もし、虐待に気づいた段階で適切
に通報することができていれば、行政による事実確認と指導等を通じて、その後の虐待の
再発防止に取り組むことができ、取り返しがつかないような事態には至らなかったと考え
られる。

立ち入り調査等の虚偽答弁に対する罰則規定



養護者による
障害者虐待

障害者福祉施設従事者等によ
る障害者虐待

使用者による障害者虐待

（参考）都道府県労働局の対応

市区町村等への
相談・通報件数

５,７５８件
（５,３３１件）

２,７６１件
（２,６０５件）

５９１件
（641件） 虐待判断

件数
（事業所数）

５３５件
（５４１件）市区町村等による

虐待判断件数
１,６５５件

（１,６１２件）
５４７件

（５９２件）

被虐待者数
１,６６４人

（１,６２６人）
７３４人

（７７７人）
被虐待者数

７７１人
（９００人）

令和元年度障害者虐待の状況

カッコ内は平成３０年度

養護者による虐待
障害者福祉施設

従事者等による虐待
使用者による虐待 合計

市町村・県への
相談等件数
（件）

４７
（６５）

５７
（４９）

１６※
（２）

１２３
（１２９）群馬労働局等へ

の相談等件数
（件）

－ －
２５

（１５）

虐待判断件数
１２

（１５）
１２

（１４）

１１
（６）

３６
（３５）

被虐待者数
１２

（２７）
１３

（１７）
１４
（８）

３９
（５２）

群馬労働局の対応

【群馬県】

【全国】

カッコ内は平成３０年度、※件数は群馬労働局の対応件数の内数



障害者虐待防止法では、「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」は身体的虐待
に該当する行為とされています。身体拘束の廃止は、虐待防止において欠くことのできな
い取り組みといえます。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支
援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」等には、緊急やむを得ない場合を除き身体
拘束等を行ってはならないとされています。さらに、やむを得ず身体拘束等を行う場合に
は、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他
必要な事項を記録しなければならないとされています。

身体拘束の廃止に向けて

やむを得ず身体拘束を行うときの留意点

緊急やむを得ない場合とは・・・
① 切迫性

利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著
しく高いことが要件となります。

② 非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないことが要件となります。

③ 一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的であることが要件となります。



身体拘束等の適正化

○身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束等に係る記録をしていない場合について、基本報
酬を減算する。

≪身体拘束廃止未実施減算【新設】≫ ５単位／日
※療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、

福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設等

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営
に関する基準
(身体拘束等の禁止)
第四十八条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は
身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」
という。)を行ってはならない。
２ 指定障害者支援施設等は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状
況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

（１） やむを得ず身体拘束を行う場合の３要件

① 切迫性： 利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
② 非代替性： 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと
③ 一時性： 身体拘束その他の行動制限が一時的であること

（２） やむを得ず身体拘束を行うときの手続き
① 組織による決定と個別支援計画への記載 ②本人・家族への十分な説明 ③ 必要な事項の記録



令和３年度障害福祉サービス報酬改定に係る変更点（１）

身体拘束等の適正化【居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包

括支援、療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練（機

能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、児童

発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、

保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設】

［見直し後］

①身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理
由その他必要な事項を記録すること。

②身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業
者に周知徹底を図ること。（令和３年度は努力義務化、令和４年度から義務化）

③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。（令和３年度は努力義務化、令和４年度から義務化）

④従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。（令和３年度は努力義務化、令
和４年度から義務化）



令和３年度障害福祉サービス報酬改定に係る変更点（２）

障害者虐待防止の更なる推進【全サービス】

・障害者虐待防止の更なる推進のため、運営基準に以下の内容を
盛り込む。

その際、施設・事業所が対応するためには一定の時間を要すると見
込まれるため、まずは令和３年度から努力義務化した後、１年間の準
備期間を設け、令和４年度から義務化する。また、小規模な事業所に
おいても過剰な負担とならず、効果的な取組を行うことができるよう、
具体的な方法等を示す。

・ 虐待防止委員会（※）の設置等の義務化
・ 従業者への研修の実施の義務化
・ 虐待の防止等のための責任者の設置の義務化

（※）虐待防止委員会に求められる役割は、虐待の未然防止、虐待
事案発生時の検証や再発防止策の検討等



・支援員は、患者や利用者に共感的 受容的に接すること

が求められます。

たとえ、相手が苦手な利用者や家族であっても、感情的に

ならず、怒りをこらえて対応することが求められます。

このように、感情の管理を求められ、規範的な感情を価値として提供する仕事を

「感情労働」と呼び、感情労働に就く人は、心がとても疲れやすくなります。

優しく、使命感が強く、仕事に対して真摯な気持ちでありたいと思う人ほど、

心が疲れ「バーンアウト」（燃え尽き症候群）しやすくなると言われています。

とはいえ、感情労働は、大きなやりがいのある仕事です。

みなさんが現在の仕事を続けていくために．．．自分自身のケアも！

① オンオフのメリハリをつける

② 「こうしなくちゃいけない」という固定観念から解放される

③ ひとりで抱え込まない

■おわりに

いつもお疲れさま！



http://kokoro.mhlw.go.jp/check/

【参考】５分でできる職場のストレスチェック


